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柏 市 妊 産 婦 等 生 活 援 助 事 業 所 運 営 業 務 委 託 に 関す る  

プ ロポ ー ザル 方 式 募集要領  

 

１  当 該 委 託 等 の 目 的 ， 概 要  

(1) 件 名  

  柏 市 妊 産 婦 等 生 活 援 助 事 業 所 運 営 業 務 委 託  

(2) 業 務 の 目 的 及 び 概 要  

身 近 に 頼 れ る 親 族 等 が 不 在 で あ る な ど に よ っ て ， 家 庭 生 活 に

支 障 が 生 じ て い る 妊 産 婦 に 対 し ， 柏 市 と の 連 携 の も と ， 当 該 事

業 に 係 る 事 業 所 内 に 安 心 し て 出 産 や そ の 後 の 生 活 に つ い て 考 え

る こ と の で き る 居 場 所 を 入 所 ま た は 通 い に よ り 提 供 し 食 事 や そ

の 他 日 常 生 活 を 営 む た め に 必 要 な 支 援 の ほ か ， 出 産 前 後 の 心 理

的 ケ ア や 保 健 指 導 ， 出 産 後 の 児 童 の 養 育 に 係 る 相 談 及 び 助 言 ，

ま た 必 要 な 関 係 機 関 や 支 援 に つ な ぐ な ど ， 特 定 妊 婦 等 の 支 援 ，

重 篤 な 児 童 虐 待 事 案 の 予 防 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

本 業 務 は ， 児 童 福 祉 法 第 ６ 条 の ３ 第 １ ８ 項 に 規 定 す る 「 妊 産

婦 等 生 活 援 助 事 業 」 と し て 取 り 組 む も の で あ り ， よ り 実 践 的 で

具 体 的 な 事 業 運 営 が 可 能 な 事 業 者 を 選 定 す る た め ， 公 募 型 プ ロ

ポ ー ザ ル を 実 施 す る 。  

(3) 予 定 契 約 期 間  

 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令 和 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日  

(4) 予 定 金 額 （ 上 限 金 額 ）  

 ８ ９ ， ８ ６ ２ ， ０ ０ ０ 円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含 む ）  

な お ， 本 案 件 に つ い て は ， 令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 １ ０ 年 度 ま で

の 債 務 負 担 行 為 を 設 定 し て お り ， 年 度 ご と の 金 額 内 訳 は 次 の と

お り 。  

【 年 度 別 内 訳 】  

年 度  金 額  

令 和  ８ 年 度  ２ ９ ， ９ ５ ４ ， ０ ０ ０ 円  

令 和  ９ 年 度  ２ ９ ， ９ ５ ４ ， ０ ０ ０ 円  

令 和 １ ０ 年 度  ２ ９ ， ９ ５ ４ ， ０ ０ ０ 円  

 

２  参 加 資 格  
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参 加 資 格 を 有 す る 者 は ，公 募 日 か ら 契 約 締 結 の 日 ま で に お い て ，

次 の 要 件 の 全 て を 満 た す 者 と す る 。  

(1) 柏 市 内 に 事 業 を 実 施 す る 事 業 所 を 有 す る 者 で あ る こ と 。  

(2) 地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ）第 １ ６ ７ 条 の

４ の 規 定 に 該 当 し な い こ と 。  

(3) 会 社 更 生 法（ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ）に 基 づ く 更 生 の 手

続 き 又 は 民 事 再 生 法（ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ）に 基 づ く 再

生 の 手 続 き の 申 立 て が な さ れ て い る 者 に 該 当 し な い こ と 。  

(4) 柏 市 建 設 工 事 請 負 業 者 等 指 名 停 止 要 領（ 昭 和 ６ ２ 年 ４ 月 １ 日

制 定 ）に 基 づ く 指 名 停 止 又 は 柏 市 入 札 契 約 暴 力 団 対 策 措 置 要 領

（ 平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 １ ８ 日 制 定 ）に 基 づ く 指 名 排 除 を 受 け て い

な い こ と 。  

(5) 納 税 義 務 が あ る 場 合 は 必 要 な 申 告 な ど を し て い る こ と ，及 び

そ の 場 合 に お い て 主 た る 事 業 所 を 有 す る 所 在 地 に 係 る 地 方 税 ，

法 人 税 ， 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 滞 納 し て い な い こ と 。  

(6 )  電 子 交 換 所 に よ る 取 引 停 止 処 分 を 受 け て か ら ２ 年 を 経 過 し

な い 者 ま た は 公 募 日 前 ６ ヶ 月 以 内 に 手 形 も し く は 小 切 手 を 不

渡 り に し た 者 に 該 当 し な い こ と 。  

   

３  全体スケ ジュ ール  

内 容  期 日  

公募 開始  令 和 ８ 年 １ 月  ５ 日 （ 月 ）  

参加 意思表明書受 付締 切  令 和 ８ 年 １ 月 ２ ６ 日 （ 月 ）  

質疑 書の 締切  令 和 ８ 年 １ 月 ２ ６ 日 （ 月 ）  

参加資格要件確認結果通知  令 和 ８ 年 ２ 月  ３ 日 （ 火 ）  

質疑 書に 対す る回 答  令 和 ８ 年 ２ 月  ３ 日 （ 火 ）  

提案 書等 の提 出締 切  令 和 ８ 年 ２ 月 １ ７ 日 （ 火 ）  

プレゼンテーション審査  令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ４ 日 （ 火 ）  

審査結果 通知  令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ５ 日 （ 水 ）  

契約日（予定）  令 和 ８ 年 ３ 月 中  

※ ス ケ ジ ュ ー ル は 状 況 に よ り 変 更 す る 場 合 が あ る 。 こ の 場 合 は ，

参 加 意 思 表 明 書 に 記 載 さ れ た メ ー ル ア ド レ ス ま た は Ｆ Ａ Ｘ に

よ り 連 絡 す る 。  
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４  参 加 意 思 表 明 に つ い て  

(1) 提 出 期 限  

 令 和 ８ 年 １ 月 ２ ６ 日 （ 月 ） 午 後 ５ 時 ま で  

(2) 提 出 書 類  

ア  参 加 意 思 表 明 書 （ 様 式 １ ）  

イ  暴 力 団 排 除 に 係 る 誓 約 書 （ 様 式 ２ ）  

ウ  事 業 所 概 要 書 （ 様 式 任 意 ）  

事 業 所 案 内 （ パ ン フ レ ッ ト ） に よ る 代 替 で も 可 と す る 。 た

だ し ， 以 下 の 項 目 が 記 載 さ れ た も の と す る 。  

【 事 業 所 名 ， 設 立 年 月 ， 資 本 金 ， 本 社 所 在 地 ， 社 員 数 ， 業 務

内 容 ， 開 設 事 業 予 定 の 場 所 】  

エ  ２ （ 5） を 確 認 で き る 書 類 （ 納 税 証 明 書 等 ）  

(3) 提 出 先  

 こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー  

 （ 柏 市 柏 下 ６ ５ － １ ウ ェ ル ネ ス 柏 ３ 階 ）  

 (4) 提 出 方 法  

 持 参（ 土 日 祝 日 を 除 く ）ま た は 郵 送（ 提 出 期 限 ま で に 届 い た  

も の に 限 る 。 ）  

(5) 提 出 部 数  

 各 １ 部  

(6) 参 加 資 格 の 可 否  

上 記 に よ り 提 出 を 受 け た 書 類 に 基 づ き 参 加 資 格 要 件 の 確 認 を

行 い ， 参 加 意 思 表 明 を し た 全 て の も の に 対 し て ， 令 和 ８ 年 ２ 月

３ 日 （ 火 ） ま で に 参 加 決 定 の 確 認 結 果 に つ い て ， 参 加 意 思 表 明

書 に 記 載 さ れ た 電 子 メ ー ル ア ド レ ス 宛 に 連 絡 す る 。  

 

５  質 疑 及 び 回 答 に つ い て  

内 容 等 に 不 明 な 点 が あ る 場 合 は ， 次 の と お り 質 疑 書 （ 様 式 ３ ）

に よ り 受 付 回 答 を 行 う 。電 話 や 窓 口 訪 問 に よ る 口 頭 で の 質 疑 は 受

け 付 け な い 。  

(1) 質 疑 期 間  

 令 和 ８ 年 １ 月 ２ ６ 日 （ 月 ） 午 後 ５ 時 ま で  
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 (2) 質 疑 方 法  

ア  質 疑 書 （ 様 式 ３ ） を 電 子 メ ー ル で こ ど も 相 談 セ ン タ ー あ て

に 送 付 す る こ と 。  

イ  メ ー ル 件 名 は 【 柏 市 妊 産 婦 等 生 活 援 助 事 業 所 運 営 業 務 委 託

プ ロ ポ ー ザ ル 質 疑 書 （ 事 業 所 名 ） 】 と す る こ と 。  

ウ  送 付 先 ： jisou-setchi@city.kashiwa.chiba.jp 

エ  送 付 し た 際 は ， こ ど も 相 談 セ ン タ ー （ ０ ４ － ７ １ ２ ８ － ５

２ ９ ０ ） に 電 話 し 到 着 確 認 を す る こ と 。  

オ  評 価 等 に 影 響 を お よ ぼ す お そ れ が あ る 質 問 （ 参 加 業 者 数 ・

参 加 業 者 名 ・ 選 定 委 員 等 ） は 受 け 付 け な い 。  

(3) 回 答 方 法  

 令 和 ８ 年 ２ 月 ３ 日 （ 火 ） ま で に 市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る 。  

 

６  辞 退 に つ い て  

参 加 意 思 表 明 書 の 提 出 後 ，本 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 を 辞 退 す る 場 合

は ，辞 退 届（ 様 式 ４ ）を プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 実 施 日 の ３ 日 前 ま で

に 提 出 す る こ と 。  

※ 辞 退 し た 場 合 も 今 後 の 入 札 等 に お い て 不 利 な 扱 い を す る こ と

は な い 。  

(1) 提 出 先  

 こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー  

 （ 柏 市 柏 下 ６ ５ － １ ウ ェ ル ネ ス 柏 ３ 階 ）  

(2) 提 出 方 法  

 持 参 （ 土 日 祝 日 を 除 く ）ま た は 郵 送（ 提 出 期 限 ま で に 届 い た  

 も の に 限 る 。 ）  

 

７  提 案 書 等 の 提 出 に つ い て  

 (1) 提 出 期 限  

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ７ 日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 ま で  

(2) 提 出 書 類  

ア  提 案 書 表 紙 （ 様 式 ５ ）  

イ  提 案 書（ Ａ ４ 版 １ ０ 枚 以 内 ，使 用 す る 文 字 の 大 き さ は ，１

０ ポ イ ン ト 以 上 と す る こ と 。 ）  
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ウ  業 務 実 施 体 制 表 （ 様 式 ６ ）  

エ  見 積 書 及 び 内 訳 書 （ 様 式 任 意  税 抜 き 価 格 表 記 ）  

※ 代 表 者 印 ま た は 受 任 者 印 を 押 印 の う え 提 出 す る こ と  

※ 本 要 領 １ (4)に 記 載 の 予 定 金 額 を 超 え な い こ と  

(3) 提 出 先  

こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー  

（ 柏 市 柏 下 ６ ５ － １ ウ ェ ル ネ ス 柏 ３ 階 ）  

 (4) 提 出 方 法  

持 参 ま た は 郵 送 （ 提 出 期 限 ま で に 届 い た も の に 限 る 。 ）  

※ 持 参 の 場 合 は ， 日 曜 日 ， 土 曜 日 及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８ 号 ） に 規 定 す る 休 日 以 外 の 日 の 午

前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で と す る 。  

(5) 部 数  

Ａ ４ フ ラ ッ ト フ ァ イ ル に 綴 り 次 の 部 数 を 提 出 す る こ と  

正 本 １ 部 及 び 副 本 ６ 部 （ 副 本 は 複 写 可 ）  計 ７ 部  

(6) そ の 他  

参 加 意 思 表 明 書 を 提 出 後 ， 提 出 期 限 ま で に 提 案 書 等 の 提 出 が

な い 場 合 は ， 参 加 を 辞 退 し た も の と み な す 。  

 

８  提 案 書 の 内 容 に つ い て  

 提 案 書 の 作 成 に あ た っ て は ，以 下 の 項 目 に つ い て 記 載 し ，２ ０  

分 以 内 で 説 明 で き る 内 容 と し ，イ ラ ス ト ・絵 ・写 真 な ど を 使 用 し  

て も 構 い ま せ ん 。  

 (1) 人 員 配 置 及 び 施 設 設 備 等 に 関 す る 実 施 体 制 に つ い て  

 (2) 事 業 所 の 運 営 に 係 る 基 本 方 針 等 に つ い て  

(3) そ の 他 ，業 務 に あ た り 事 業 所 独 自 に 提 案 で き る こ と に つ い て  

  ※ 上 記 の ほ か ，「 １ ０  審 査 基 準 」の 項 目 を 参 考 に 記 載 す る こ と  

 

９  審 査 方 法 及 び 選 定 方 法  

 (1) 審 査 方 法  

   最 優 秀 提 案 者 の 審 査 は ， 柏 市 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 選 定 委 員 会

（ 柏 市 妊 産 婦 等 生 活 援 助 事 業 所 運 営 業 務 委 託 ）（ 以 下 ，「 選 定 委

員 会 」と い う 。）に お け る 書 類 審 査 及 び プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 審 査
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に よ る も の と し ま す 。  

 (2) 選 定 方 法  

   本 事 業 に 係 る 審 査 評 価 基 準 に 基 づ き 選 定 委 員 会 が 評 価 を 行

い ， 各 委 員 の 評 点 数 の 合 計 が 最 も 高 い 提 案 者 を 最 優 秀 提 案 者 と

し て 選 定 し ま す 。 な お ， ２ 者 以 上 が 同 一 評 価 で 最 高 位 に な っ た

場 合 は ， 選 定 委 員 会 の 協 議 に よ り 選 定 し ま す 。 提 案 者 が １ 者 の

み の 場 合 も 審 査 を 実 施 し ま す 。  

   各 委 員 の 審 査 の ば ら つ き を 補 正 す る た め ，最 高 点 と 最 低 点 を

除 外 し て 集 計 し ま す 。  

(3) 日 時  

 令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ４ 日 （ 火 ） 予 定  

 参 加 者 の 実 施 時 刻 に つ い て は ， 別 途 通 知 す る 。  

(4) 開 催 場 所  

 ウ ェ ル ネ ス 柏  

(5) 実施 時間  

 ４ ０ 分以 内と する （ 目安：説明２０分＋質疑２０分程度）  

(6) 人 数 及 び 説 明 者  

契 約 し た 際 の 責 任 者 を 含 め ３ 名 以 内 と す る 。  

(7) そ の 他  

ア  プ ロ ジ ェ ク タ ー を 使 用 す る 場 合 は ， 提 案 書 の 提 出 時 に 申 し

出 る こ と 。 ま た ， 使 用 す る 機 材 等 の う ち ， ス ク リ ー ン 及 び プ

ロ ジ ェ ク タ ー 以 外 の 物 品 に つ い て は ， 提 案 者 の 負担 にお い て

用 意す るこ と。  

イ  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン で の 追 加 資 料 の 配 布 や 提 案 資 料 に 記 載

の な い 新 た な 提 案 等 に つ い て は 認 め な い 。  

 

１ ０  審 査 基 準  

審 査 項 目 は 以 下 の と お り と す る 。  

評 価 項 目  評 価 の ポ イ ン ト  

１ 実 施 体 制  

【 30点 】  

・ 本 事 業 の 趣 旨 を 理 解 し ， 円 滑 か つ 効 果 的 に 遂 行 で

き る 資 格 や 実 務 経 験 を 有 す る 職 員 が 確 保 さ れ て い る

か 。  
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・ 本 業 務 の 実 施 に 当 た っ て 必 要 な 設 備 を 備 え ， 困 難

を 抱 え る 妊 産 婦 等 の 支 援 に 効 果 的 な 運 営 方 法 が 示 さ

れ て い る か 。  

２ 事 業 運 営  

【 60点 】  

・ 妊 産 婦 等 が 抱 え る 課 題 や 背 景 を 理 解 し ， そ の 解 決

を 図 る た め ， 具 体 的 か つ 効 果 が 見 込 ま れ る 取 組 内 容

が 示 さ れ て い る か 。 ま た ， 地 域 生 活 へ の 移 行 支 援 や

自 立 支 援 の 視 点 が 明 確 に 記 載 さ れ て い る か 。  

・ 妊 産 婦 等 が 安 全 ， 安 心 し て 過 ご す こ と が で き ， 生

活 満 足 度 の 高 い 居 場 所 づ く り の 工 夫 が 行 わ れ て い る

か 。  

・ 支 援 が 必 要 な 妊 産 婦 等 に 認 知 さ れ ， 利 用 に つ な が

る よ う な 効 果 的 な 広 報 活 動 と な っ て い る か 。  

・ 要 保 護 児 童 対 策 地 域 協 議 会 ， 医 療 機 関 ， 児 童 相 談

所 等 の 関 係 機 関 と 連 携 し て 妊 産 婦 等 を 支 援 す る 姿 勢

が 示 さ れ て い る か 。  

・ 職 員 の 研 修 会 参 加 な ど ， 妊 産 婦 等 に 対 す る 質 の 高

い 支 援 を 提 供 す る た め の 有 効 な 取 組 み が 記 載 さ れ て

い る か 。  

・ 個 人 情 報 保 護 の 重 要 性 を 理 解 し ， 適 切 な 措 置 が 記

載 さ れ て い る か 。  

３ そ の 他  

【 10点 】  

・ 予 算 の 範 囲 内 で ， 人 件 費 が 適 切 に 配 分 さ れ ， そ の

他 事 業 実 施 の た め の 費 用 が 社 会 通 念 上 適 切 に 確 保 さ

れ て い る か 。  

  

１ １  審 査 結 果  

(1) 結 果 通 知  

審 査 結 果 は ， 参 加 者 に 対 し ， 書 面 に て 通 知 す る 。 審 査 内 容 及

び 審 査 結 果 に 対 す る 異 議 は 認 め な い 。  

(2) 結 果 公 表  

審査結果は，市ホームページに公表する。  

 

１ ２  契 約 手 続 き  
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      選 考 し た 委 託 候 補 者 と 市 が 協 議 の 上 ， 仕 様 書 の 内 容 を 確 定  

  し ， 契 約 を 締 結 し ま す 。  

   な お ， 仕 様 書 の 内 容 は ， 委 託 候 補 者 の 提 案 を 基 本 と し ま す  

  が ， 本 業 務 に 係 る 法 令 や 国 の ガ イ ド ラ イ ン 等 へ の 対 応 の ほ か  

  本 事 業 を 効 果 的 ・ 効 率 的 に 実 施 す る た め に 変 更 協 議 を 求 め る  

  こ と が あ り ま す 。  

  ま た ，選 考 し た 委 託 候 補 者 と 市 と の 間 で 仕 様 書 の 内 容 に つ い

て 協 議 が 整 わ な い 場 合 は ，選 考 結 果 に お い て 総 合 評 価 が 次 に 高

い 応 募 者 と 協 議 を 行 う 場 合 が あ り ま す 。  

 

１ ３  そ の 他  

(1) 本 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に 係 る 費 用 に つ い て は ，全 て 提 案 者 の 負

担 と す る 。  

( 2 )  本 プ ロ ポ ー ザ ル の 参 加 資 格 の な い 者 が 行 っ た 提 案 又 は 提 案

書 及 び 添 付 資 料 に 虚 偽 の 記 載 を 行 っ た 者 の 提 案 は 無 効 と す る 。 

(3) 提 案 書 は ，本 プ ロ ポ ー ザ ル 以 外 で は 使 用 す る こ と は な い 。た

だ し ，柏 市 情 報 公 開 条 例（ 平 成 １ ２ 年 柏 市 条 例 第 ４ 号 ）に 基 づ

く 開 示 請 求 が あ っ た 場 合 に は ，提 案 書 等 の 提 出 書 類 が 開 示 の 対

象 と な る 。  

(4) 受 託 者 は ， 主 た る 業 務 を 第 三 者 に 再 委 託 し て は な ら な い 。  

(5) 提 出 書 類 に つ い て ，持 参 以 外 の 方 法 に よ る 場 合 の 不 達 及 び 遅

配 を 原 因 と す る 不 利 益 が 生 じ て も ，本 市 は そ の 責 任 を 負 わ な い 。

配 達 記 録 郵 便 の 利 用 又 は 電 話 若 し く は 電 子 メ ー ル な ど に よ り

着 信 確 認 を 行 う な ど の 対 策 を 講 じ る こ と 。  

(6) 提 出 書 類 は 返 却 し な い 。  

(7 )  各 提 出 書 類 や プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン に お け る 説 明 の 内 容 に つ

い て ， 以 下 の 事 由 が 判 明 し た 場 合 は ， 失 格 と す る 。  

ア  虚 偽 又 は 不 正 行 為 が あ っ た 場 合  

イ  そ の 他 選 定 委 員 会 が 不 適 切 と 認 め る 行 為 ・ 内 容 の 記 載 が  

  あ っ た 場 合  

 

１ ４  契 約 担 当 部 署  

(1) 担 当 部 署  
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 柏 市 こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー  

(2) 連 絡 先  

 〒 ２ ７ ７ － ０ ０ ０ ４  柏 市 柏 下 ６ ５ － １ ウ ェ ル ネ ス 柏 内  

   電  話  ： ０ ４ － ７ １ ２ ８ － ５ ２ ９ ０ （ 直 通 ）  

   Ｆ Ａ Ｘ  ： ０ ４ － ７ １ ６ ２ － １ ０ ７ ７  

   メ ー ル  ： jisou-setchi@city.kashiwa.chiba.jp  


